
（様式１） 平成29年10月17日

つくば市経済部産業振興課つくば市記者会 御中

全１枚（本紙含む）

～会社設立に係る登録免許税の自己負担が０に！～

平成29年度新規創業促進補助金を開始しました。
項目(あてはまるものすべてにチェック)
□イベント・会議等の事前周知依頼 □イベント・会議等の取材依頼
■イベント・会議以外の事業の周知依頼 □参加者募集の周知依頼
□その他（ ）

＜概要＞

本市では，市内での会社設立を促し，産業及び雇用の創出を図り，もって本市経済の活性化と市民生
活の安定に寄与することを目的として，10月１日より新規創業促進補助金制度を開始しました。
なお，この制度の開始により，産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置と合わせて，市内で

の法人設立（資本金およそ2,100万円以下）に係る登録免許税の負担がなくなります。
補助金の概要は以下のとおりです。

【対象経費】
会社の設立に係る登録免許税

【補助率・補助金額】
補助率：10/10 補助限度額：75,000円

【主な補助条件】
1. 「特定創業支援事業（※）」による支援を受けたことの証明を受けていること。
2. 市税の滞納がないこと。
3. 平成30年３月31日までに上記証明に記載の会社を設立し，その代表者となること。

※補足説明
特定創業支援事業とは

「産業競争力強化法」に基づき国より認定を
受けた，「創業支援事業計画」に記載された
事業。所定の分野に係る支援を1ヶ月以上
継続して受ける必要がある。


